
基本的な目標 基本的な目標 
かけがえのない恵み豊かな自然を守り、美しい風景づくりを進める 
地域の誇れる歴史や文化を生かした個性豊かな景観を育てる 
水と緑で彩られ、いのちが輝く魅力と活力にあふれる景観を創造する 

②景観上重要な地域での景観づくりを進める仕
組みをつくる 

●県を代表する景観を有する地域を重点地域に指定し、基本計
画を策定して積極的に景観づくりを推進 

③景観に大きな影響を及ぼさないよう、建築物
等の景観誘導策を進める 

●建築や開発行為等の際に景観上配慮すべき基準を策定 
●建築や開発行為等の事前届出制度の創設、基準による県の指
導・助言の実施 

①富山らしい景観を守り育て、創るための総合的
な方針を策定する 

●県土の景観づくりを総合的・計画的に推進するための基本方
針を策定 

④公共事業において景観に積極的に配慮する仕
組みを定める 

●公共事業の景観づくり指針を策定 

⑥地域で親しまれている景観を大切にしていく 

●ふるさとを象徴する樹林、建造物、名勝地などの保存 
●優れた景観を眺望できる地点の指定 

⑦県民、事業者や市町村の取組みを積極的に支
援する 

●地域住民の取り組みへの支援 
●住民や事業者の景観づくり協定の促進 
●市町村の景観づくり施策への支援 

⑤水と緑で彩られた景観を創造する 

●水辺の景観づくりを推進 
●公共施設や事業所等の緑化の推進 

⑧県民への普及啓発活動等を幅広く進める 

●情報提供、普及啓発等による美しさを学び、実践する場づくり 
●景観に関する専門家の助言、優良事例等の顕彰 

景観施策の基本的な方向 景観施策の基本的な方向 

52002.46 2002.4

県では今、本県の美しい自然景観や歴史的町並みなどを守り育て、さ
らに魅力ある景観を創造していくため、景観施策のよりどころとなる
べき条例の制定に向けて取り組んでいます。このたび、本県の景観施
策のあり方について検討してきた「富山県の景観を考える懇談会」か
ら中間報告が示されました。県では、景観づくりについて皆さんと一
緒に考え、うるおいある景観づくりを進めていきたいと考えています。
ぜひ皆さんのご意見をお寄せください。

～お聴かせください、あなたのご意見を～

―
中
間
報
告
よ
り
―

私
た
ち
の
ふ
る
さ
と
富
山
は
、
美
し
く

豊
か
な
自
然
、
多
く
の
歴
史
的
文
化
的
遺

産
な
ど
優
れ
た
景
観
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
景
観
は
、
先
人
か
ら
受
け
継
い

だ
誇
り
あ
る
県
民
共
有
の
貴
重
な
財
産
と

い
え
ま
す
。

本
県
の
景
観
の
特
性
と
し
て

・
立
山
連
峰
や
富
山
湾
な
ど
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
な
自
然
景
観

・
散
居
村
や
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
畑
な
ど
広

が
り
あ
る
田
園
景
観

・
瑞
龍
寺
や
合
掌
づ
く
り
集
落
な
ど
多

く
の
歴
史
的
・
文
化
的
景
観

・
富
山
駅
北
地
区
や
御
旅
屋
西
通
り
な

ど
変
貌
す
る
都
市
景
観

が
あ
り
ま
す
。

こ
の
多
様
で
個
性
豊
か
な
景
観
を
保

全
・
継
承
し
、
さ
ら
に
魅
力
あ
る
景
観
を

創
っ
て
い
く
こ
と
は
、
美
し
く
快
適
で
い

の
ち
の
輝
く
県
土
づ
く
り
や
魅
力
と
活
力

に
あ
ふ
れ
る
地
域
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と

に
つ
な
が
り
ま
す
。

ま
た
、
素
晴
ら
し
い
景
観
に
身
近
に
触

れ
る
こ
と
、
自
主
的
に
景
観
づ
く
り
に
努

め
る
こ
と
は
私
た
ち
の
心
を
豊
か
な
も
の

に
し
、
郷
土
へ
の
誇
り
と
愛
着
を
は
ぐ
く

む
こ
と
と
な
り
ま
す
。

応募方法／「景観施策の基本的な方向」など本県の景観づくりへのご意見と、次の
必要事項を書面（書式は自由）に記入し、郵送、ファクシミリ、電子メ
ールのいずれかの方法でご応募ください。

必要事項／必ず書いてほしいもの…住所、氏名、職業
できれば書いてほしいもの…性別、年令、電話番号、メールアドレス

締　　切／4月19日（金）必着　※中間報告全文については、県庁都市計画課で配
付するほか、県のホームページでもご覧になれます。

問合せ・応募先／〒930-8501（住所記載不要） 県庁都市計画課景観形成施策担当
1 076（444）9661 FAX 076（444）4421
e-mail：toshikeikaku@pref.toyama.jp   
http：//www.pref.toyama.jp/sections/1506/keikan.htm

あなたのご意見をお寄せください
行
政
・
県
民
・
事
業
者
が
一
体
と
な
っ

て
景
観
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
に
は
、
本

県
に
お
け
る
景
観
づ
く
り
の
あ
り
方
を
明

ら
か
に
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
総
合
的

に
推
進
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

富山県の景観として大切にしていきたいもの 
（複数回答） 

山
頂
や
山
並
み
の
景
観 

（
ま
た
は
遠
景
） 

河
川
や
川
岸
沿
い
な
ど
の 

水
辺
の
景
観 

田
畑
の
広
が
る
田
園
の
景
観 

海
岸
や
漁
港
な
ど
の
海
辺 

の
景
観（
ま
た
は
遠
景
） 

歴
史
的
な
史
跡
・
名
所
・
社
寺 

道
路
や
公
園
な
ど
が
整
備 

さ
れ
た
都
市
の
街
並
み 

伝
統
的
な
古
い
街
並
み 

美
し
い
夜
景 

に
ぎ
わ
い
の
あ
る
商
店
街 

家
の
周
辺
や
町
内
な
ど 

住
宅
街
の
街
並
み 
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こ
の
た
び
の
中
間
報
告
で
は
、
本
県
の

基
本
的
な
目
標
と
景
観
施
策
の
基
本
的
な

方
向
が
示
さ
れ
ま
し
た（
六
ペ
ー
ジ
）。

県
で
は
、
そ
の
中
間
報
告
な
ど
を
踏
ま

え
、
景
観
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
向
け

て
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
景

観
づ
く
り
に
は
、
何
よ
り
も
県
民
一
人
ひ

と
り
の
意
識
が
大
切
で
す
。

「
私
た
ち
の
故
郷
・
富
山
が
美
し
く
あ
っ

て
ほ
し
い
」。
そ
ん
な
皆
さ
ん
の
願
い
を

込
め
た
幅
広
い
ご
意
見
、
ご
提
言
を
お
聴

き
し
な
が
ら
、
富
山
ら
し
い
景
観
条
例
の

制
定
を
は
じ
め
、
よ
り
よ
い
景
観
づ
く
り

を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
て
、
う
る
お
い

あ
る
景
観
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま

し
ょ
う
。

県
で
は
、
昨
年
六
月
に「
景
観
に
関

す
る
県
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」を
実
施
。

そ
の
中
で
、
富
山
の
景
観
と
し
て
大
切

に
し
て
い
き
た
い
も
の
を
聞
い
た
と
こ

ろ
、「
山
頂
や
山
並
み
の
景
観
」、「
水
辺

の
景
観
」、「
海
辺
の
景
観
」な
ど
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
自
然
景
観
の
保
全
に
高
い

関
心
を
示
し
て
い
ま
す
。

パートナーシップ（協働） 
による景観づくり 

パートナーシップ（協働） 
による景観づくり 

事業活動を通じ、地域の景観づく
りに積極的に寄与するよう努める 

自主的に、家庭
や地域における
景観づくりに努
める 

県 
県土全体の景観づく
りを進めるために、総
合的な施策を講ずる 

市町村 
地域の景観特性を生か
したきめ細かな施策を
住民と共に推進する 

連携 

県民 

行政 

事業者 

■景観づくりのイメージ 
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